
　１．はじめに

　近年、交通事故における歩行者の死亡者数を低減

させることを目的とした活動が、日本をはじめ欧米

各国および韓国において盛んに行われている。

　特に日本と欧州では、世界に先駆けて歩行者衝突

時の自動車の歩行者保護性能の向上を目的とした規

制（以下「歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）」という）が策定

され、それぞれ２００５年秋（日本：９月、欧州：１０月）か

ら施行されている（日欧で規制の内容は一部異な

る１））。

　本稿では、日本における歩行者の交通事故の状況

や日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）の概要と救命効

果について述べるとともに、今後の歩行者保護規制

に関する動向、および歩行者保護規制以外の自動車

の歩行者保護性能の向上に関する取り組みについて

紹介する。

　２．日本における歩行者の交通事故の状況

　Fig. 1に、日本の交通事故における状態別死者数２）

の割合を示す。図より、歩行中の死者数は全体の約

３割を占めており、同死者数の低減が日本の交通事

故対策における重要な課題の一つであることがわか

る。

　Fig. 2に、日本の交通事故（死亡事故）における歩

行者の主損傷部位３）を主損傷部位全体に対する割合

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．３１，Ｎｏ．２ 平成１８年９月（　　）２６

鴻巣敦宏

特集　● 基準・規制・取締りと安全効果／紹介

日本の歩行者保護規制と救命効果

鴻巣敦宏＊

　近年、日本をはじめ欧米各国および韓国では、交通事故における歩行者の死亡者数を低

減させることを目的とした活動が盛んに行われている。本稿では、�日本における歩行者

の交通事故の状況や�日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）の概要と救命効果について述べる

とともに、�今後の歩行者保護規制に関する動向、および�歩行者保護規制以外の自動車

の歩行者保護性能を向上させるための取り組みについて紹介した。特に日本の歩行者保護

規制（Ｐｈａｓｅ　１）の救命効果においては年間約１００名の救命効果があることがわかり、今後、

歩行者の死亡者数の低減が期待できることがわかった。

�������	�
�����������
�������	�
��������	
��������	�	�

��������	
������	�������	�����	��������

�������	
�����＊

���������	�
����������	��	����������������	�
���������
���������������������������	
����

�����������	
����������������������������������	�
�����	��	��������������������	�
�

�������	�
�������	���	����	�������������������	���
�����
�����
����
��������	
��������

�����������	����
�������
������������������	
���������
������	���
�������������	
�

����������	��
����������
������
������������	�
�������������������������������	�
�������

���������	
��������	�
�	�
��
��������������	�
������������������	����������������	
�	

�������	����
	����	�����
���	
�����������	
�������

��������	
��������������������	��������������	�
�����������������������������	��

���������	��
�����������	
���������������������	�
������������������������������	�
���

��������	
������	��	�������	�����	����

１１８

　＊ �日本自動車研究所安全研究部衝突安全グループ研究員
　Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ，　Ｃｒａｓｈ　Ｓａｆｅｔｙ，　Ｓａｆｅｔｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ，　
　Ｊａｐａｎ　Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　原稿受理　２００６年４月６日



で示す。図より、歩行者の頭部が主損傷部位となる

割合は全体の約６割を占めており、同部位を保護す

ることが、歩行者の死者数を低減することに最も有

効であることがわかる。

　このような日本の交通事故の状況を鑑み、国土交

通省は、歩行者衝突時の自動車の歩行者頭部保護性

能を高めることを目的とした歩行者保護規制

（Ｐｈａｓｅ　１）を策定し４）、２００４年４月に公布、２００５年

９月から施行している。同規制により、今後日本の

市場には、歩行者衝突時の頭部保護性能の高い自動

車が普及することになり、交通事故による歩行者の

死者数の低減が期待される。

　３．日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）

　３－１　概要

　日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）（本章では以下

「本規制」という）の概念図５）をFig. 3に示す。

　本規制では、歩行者の大人の頭部を模擬した衝撃

子（以下「大人頭部衝撃子」という）、ならびに子ど

もの頭部を模擬した衝撃子（以下「子ども頭部衝撃

子」という）を所定の条件下で自動車のボンネット

部（フェンダー含む）に衝突させ、その際、同衝撃子

に加わる衝撃の度合いが所定の規制値以下となるこ

とを、自動車を生産するメーカーに義務付けている。

　３－２　対象車種

　本規制では、①乗車定員１０人未満の乗用車、なら

びに②乗用車から派生した車両総重量２．５ｔ以下の

貨物車を規制の対象としている６）。

　なお、上記の対象車種の別に集計された事故統計
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注）平成１６年。３０日以内死者。
出典）参考文献２）をもとに作成。
Fig. 1　日本の交通事故における状態別死者数の割合

総数 8,492人 

自動車乗車中 
37.7%

二輪車乗車中 
17.9%

自転車乗車中 
13.5%

その他 
0.2%

歩行中 
30.7%

注）平成１６年。３０日以内死者。
出典）参考文献３）をもとに作成。
Fig. 2　日本の交通事故（死亡事故）における歩行者

の主損傷部位の割合

頭部 
61%胸部 

13%

腰部 
8%

その他 
18%

出典）参考文献５）をもとに作成。
Fig. 3　日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）の概念図

大人頭部衝撃子 
（対ボンネット部） 

子ども頭部衝撃子 
（対ボンネット部） 

Table 1　対象車種が歩行者の死亡事故に占める割合

大型乗用車 バス １２ ０．６ 
 マイクロ ５ ０．３ 
普通乗用車 １ＢＯＸ １１６ ６．２ 
 セダン ７４５ ４０．０ 
 ＲＶ ８７ ４．７ 
軽乗用車 セダン １２５ ６．７ 
 その他 １８ １．０ 
トレーラー １７ｔ＜ ７ ０．４ 
 ７ｔ＜ｘ≦１７ｔ ０ ０．０ 
 ≦７ｔ ０ ０．０ 
ダンプ車 ８ｔ≦ ２６ １．４ 
 ＜８ｔ １７ ０．９ 
ミキサー車 ８ｔ≦ ５ ０．３ 
 ＜８ｔ １ ０．１ 
タンク車 ８ｔ≦ ２ ０．１ 
 ＜８ｔ ３ ０．２ 
普通貨物車 ２０ｔ≦ ３０ １．６ 
 ８ｔ≦ｘ＜２０ｔ ４６ ２．５ 
 ７ｔ≦ｘ＜８ｔ ７４ ４．０ 
 ３．５ｔ＜ｘ＜７ｔ ６８ ３．７ 
 ２．８ｔ＜ｘ≦３．５ｔ ４６ ２．５ 
 ≦２．８ｔ ６８ ３．７ 
 ライトバン ４２ ２．３ 
軽貨物車 ライトバン ４９ ２．６ 
 その他 １８１ ９．７ 
二輪車 原付 ２３ １．２ 
 自動二輪 ５７ ３．１ 
その他  ８ ０．４ 
合計  １８６１ １００．０ 

歩行者 
（死亡） 
人 ％ 

５８．６％ 

計７６．９％ 

対象車種①に相当 

１８．３％ 

対象車種②に相当 

（ただし上記割合に、乗用
車派生の貨物車ならびに、
２．５～２．８ｔの普通貨物車
が占める割合は不明） 

対象車種①＋ 
対象車種②に相当 

（ただし対象車種②
に相当する事故割
合において、乗用車
派生の貨物車なら
びに、２．５～２．８ｔの
普通貨物車の占め
る割合によっては、
変動する可能性あり） 

注１）歩行者が第二事故当事者である人数。
　　　多重衝突および衝突部位が２箇所以上の事故は除く。
　２）対象車種①②については、本文参照。
　３）平成１１年、２４時間死者。
出典）参考文献７）をもとに作成。



データは見当たらないが、Table 1に示す事故統計

データ７）から推察すると、上記の対象車種が歩行者

の死亡事故に占める割合は最大で約８割と考えられ

る。

　３－３　適用時期

　本規制は、①新型生産車：２００５年９月１日以降に

製作された自動車、②継続生産車：２０１０年９月１日

以降に製作された自動車に適用される６）。

　なお車両の特性上、対策が困難な①車高のきわめ

て低い自動車、②ＳＵＶ、③貨物車、④キャブオーバ

ー車、⑤ハイブリット車については、新型生産車、継続

生産車ともに、２年遅れでの適用が認められている。

　３－４　対象事故速度

　本規制では、歩行者に対する車両の衝突速度が４０

ｋｍ／ｈまでの事故を対象としている。

　Fig. 4は日本の交通事故における歩行者に対する

車両の衝突速度を傷害程度別に累積構成率で示した

ものである８）。図より、本規制は歩行者の死亡に

相当する事故において、約４５％のカバー率を有して

いることがわかる。

　３－５　対象エリア

　本規制ではFig. 5に示すように、車両のボンネッ

ト部（フェンダー含む）を規制の対象エリアとしてい

る９）。

　同エリアは、ＷＡＤ（Ｗｒａｐ　Ａｒｏｕｎｄ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ：

Fig. 6参照）が１，７００ｍｍの位置を境に、前方を子ど

も頭部衝撃子を用いて子どもの頭部に対する保護性

能を確認するエリア（以下「子どもエリア」という）、

後方を大人頭部衝撃子を用いて大人の頭部に対する

保護性能を確認するエリア（以下「大人エリア」と

いう）に分けられる１０）。

　なお、交通事故において歩行者の子どもの頭部な

らびに大人の頭部が同エリアに衝突する割合は、子

どもで約４割、大人で約２割となっている（Table 2
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出典）参考文献８）をもとに作成。
Fig. 4　歩行者に対する車両の衝突速度（累積構成率、傷

害程度別）

注）対象エリアの詳細な定義については参考文献９）を参照。
Fig. 5　対象エリアの概念図

注）子どもエリア・大人エリアの詳細な定義については参考文献１０）
を参照。

Fig. 6　ＷＡＤ（Ｗｒａｐ　Ａｒｏｕｎｄ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ）の定義と子どもエリア・
大人エリアの関係

出典）参考文献１２）をもとに作成。
Fig. 7　子どもならびに大人頭部衝撃子の概観
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Table 2　子どもならびに大人の頭部が対象エリアに衝突する
割合

Ａｇｅｓ≧１６（Ａｄｕｌｔ）Ａｇｅｓ≦１５（Ｃｈｉｌｄ）Ｂｏｄｙ Ｒｅｇｉｏｎ（Ｈｅａｄ）
（％）（ｃａｓｅｓ）（％）（ｃａｓｅｓ）Ｉｎｊｕｒｙ Ｌｅｖｅｌ：ＡｌＳ ２-６

Ｐａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｖｅｈｉｃｌｅ
２．４２０１．８４Ｆｒｏｎｔ Ｂｕｍｐｅｒ
１７．１１４０３８．２８３Ｂｏｎｎｅｔ／Ｆｅｎｄｅｒ
０．９７３．７８Ｌｅａｄｉｎｇ Ｅｄｇｅ
３７．０３０３１８．９４１Ｗｉｎｄｓｃｒｅｅｎ Ｇｌａｓｓ
１９．４１５９４．１９Ｗｉｎｄｓｃｒｅｅｎ Ｆｒａｍｅ／Ａ-ｐｉｌｌａｒｓ
０．００２．３５Ｆｒｏｎｔ Ｐａｎｅｌ
４．０３３５．５１２Ｏｔｈｅ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｓｏｕｒｃｅ

Ｏｔｈｅｒｓ
１．５１２０．５１Ｉｎｄｉｒｅｃｔ Ｃｏｎｔａｃｔ Ｉｎｊｕｒｙ
１５．３１２５２１．２４６Ｒｏａｄ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｃｏｎｔａｃｔ
２．３１９３．７８Ｕｎｋｎｏｗｎ
１００８１８１００２１７Ｔｏｔａｌ

出典）参考文献１１）をもとに作成。



参照）１１）。

　３－６　頭部衝撃子

　Fig. 7に、本規制で用いられている子ども頭部衝

撃子、ならびに大人頭部衝撃子の概観を示す１２）。

両衝撃子は、金属製（アルミニウムおよびスチール）

の本体部と、軟質製（ポリ塩化ビニル）の表皮部から

構成されており、両衝撃子ともに直径が１６５ｍｍの

球体を基本の形状としている。

　各衝撃子は、子ども衝撃子が３．５ｋｇ（６歳児の頭部

の質量に相当）、大人頭部衝撃子が４．５ｋｇ（成人男性

５０パーセンタイルの頭部の質量に相当）の質量を有

しており、歩行者事故において代表的な子どもなら

びに大人の頭部が自動車のボンネット部から受ける

衝撃の度合いが適切に評価できる質量になっている。

　各衝撃子の内部には加速度計が組み込まれており

（Fig. 8参照）１２）、試験時に衝撃子が受ける３軸方向

の加速度が計測できる。なお、本規制では、同加速

度の波形からＨＩＣ（Ｈｅａｄ　Ｉｎｊｕｒｙ　Ｃｒｉｔｅｒｉｏｎ：頭部傷害

基準値）の値を算出し、同値をもとに自動車のボン

ネット部の歩行者頭部保護性能を規定している（３

－８節参照）。

　３－７　試験方法

　Fig. 9に、本規制で用いられている試験の方法を

概念図で示す１２）。同方法では子ども頭部衝撃子、

または大人頭部衝撃子を、自動車のボンネット部に

向けてフリーフライトの状態で打ち出し、同部に衝

撃子を衝突させる。

　各衝撃子の試験の速度は８．９ｍ／ｓと一定であるが、

試験の角度については、Table 3に示すように車両

の分類（Ｓｅｄａｎタイプ、ＳＵＶタイプ、１ＢＯＸタイプ）

や衝撃子の別（子ども頭部衝撃子、大人頭部衝撃子）

によって変化させる１３）。

　これは、歩行者のボンネット部に対する頭部の衝

突角度が、車両の分類（主に形状）や歩行者のサイズ

（主に身長）によって変化するという研究結果１４）に

基づくものであり、適切な試験角度になっている。

　３－８　規制値

　本規制では、衝撃子に加わる３軸方向の加速度か

らＨＩＣの値を算出し（式�）、対象エリアの２／３のエ

リアでＨＩＣが１０００以下、また同１／３のエリアでＨＩＣ

が２０００以下となることを規定している１３）。

　Fig. 10にＨＩＣと救命確率の関係１５）を示す。図か

ら、ＨＩＣが１０００以下のエリアでは９３％以上の救命確

率が得られ、またＨＩＣが２０００以下のエリアでは、

５５％以上の救命確率が得られることがわかる。

　　　　　　　　　　　　　　　……�

�：３軸合成加速度（�）

�：時間（�）

���：ＨＩＣが最大となる時間間隔（��－��）。ただし

�������以下
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Table 3　試験角度一覧

試験角度（ｄｅｇ．）車両分類
大人頭部衝撃子子ども頭部衝撃子

６５６５セダンタイプ
９０６０ＳＵＶタイプ
５０２５１ＢＯＸタイプ

出典）参考文献１３）をもとに作成。

出典）参考文献１２）をもとに作成。
Fig. 8　頭部衝撃子の内部構造と計測器

本体部 
（半球部） 

本体部 
（底部） 

加速度計 

加速度計 
取り付け部 

表皮 

出典）参考文献１２）をもとに作成。
Fig. 9　試験方法の概念図

V
θ 

子どもまたは大人頭部衝撃子 

試験速度V = 8.9 m/s
試験角度θ： Table 3を参照 

打出し装置 

出典）参考文献１５）をもとに作成。
Fig. 10　ＨＩＣと救命確率の関係
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　４．日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）の救命効果

　４－１　予測方法

　救命効果の予測方法にはさまざまな方法があると

考えられるが、ここでは国土交通省が歩行者保護規

制（Ｐｈａｓｅ　１）の導入時に用いた予測方法「①規制適用

前の歩行者の死亡者数に、②死亡事故において頭部

が主損傷部位になる割合、③死亡事故において規制

の対象車種が占める割合、④歩行者の頭部が規制の

対象エリアに衝突する割合、⑤死亡事故において規

制の対象事故速度が占める割合、⑥規制値の救命確

率を乗ずる方法」１６）を用いた（使用する統計データ

は一部異なる）。

　なお上記、予測方法において、予測の基礎となる

①については、規制の検討が開始される前の日本の

事故統計データ（平成１１年）１７）を用いた。これは、

同時期であれば、規制対策済みの車両が市場に出回

っている可能性が低いためである。

　また④については、本来であれば、死亡事故に限

定した事故統計データを用いる必要があると思われ

るが、死亡事故に限定した④に関する事故統計デー

タは国際的にもデータの数が少ないことから、ここ

ではＡＩＳ（Ｔｈｅ　Ａｂｂｒｅｖｉａｔｅｄ　Ｉｎ-ｊｕｒｙ　Ｓｃａｌｅ）の値が２

～６（中等症～即死）で集計された事故統計データ１１）

を用いている。

　最後に、⑥については、子どもエリアならびに大

人エリアが、規制値の上限でのＨＩＣ分布（２／３のエリ

アでＨＩＣ１０００、１／３のエリアでＨＩＣ２０００）になった場

合を想定した。

　４－２　予測結果

　Table 4に救命効果の予測結果を示す。表から、

路上を走行する全ての規制対象車種が規制適合車に

置き換わった場合、年間、子ども（１５歳以下と定義）

で８．６人、大人（１６歳以上と定義）で８６．１人、計９４．７

人の救命効果が得られることが予測された（国土交

通省予測結果１６）と同等）。

　なお、自動車メーカーでは、今回算出した条件

「規制値の上限」よりも低いＨＩＣ値を開発の目標値

に設定すると考えられることから（一般的に、規制

値の上限から約２割低い値を開発の目標に設定する

といわれている）ことから、実際には上記救命効果

よりも多くの救命効果が得られると考えられる。

　５．今後の歩行者保護規制に関する動向

　現在、国連のＷＰ２９（Ｗｏｒｌｄ　Ｆｏｒｕｍ　ｆｏｒ　Ｈａｒｍｏｎｉ-

ｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ）では、歩行者保護規

制の国際統一を目指した「国際歩行者保護規制」

（以下「国際規制」という）の検討が行われている。

これは、日本と欧州で歩行者保護規制の内容が異な

る現状、ならびに歩行者保護規制に対する国際的な

ニーズに基づいて行われている。

　なお国際規制の案は、既に日本や欧州の歩行者保

護規制（Ｐｈａｓｅ　１）よりも厳しい内容で作成されてお

り、早ければ２００６年末にも国連承認が得られる予定

である。

　国際規制が策定された場合、日本は２０１０年頃を目

標に同規制の国内導入を予定しており、また、欧州

でも２０１０年頃を目標に、同規制と同等の規制を欧州

内に導入することを検討している。そのため、２０１０

年頃に日本と欧州の歩行者保護規制の内容が統一さ

れている可能性は高い。

　また、国際規制には他の国々も従うことが予想さ

れることから、今後、日欧以外の国々を含め、歩行

者保護規制の国際統一が進む可能性は高い。

　なお、歩行者保護規制の国際統一が実現した場合、

自動車メーカーは、各国の歩行者保護規制の内容の

違いを気にすることなく、同じ対策を施した自動車
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Table 4　日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ １）の救命効果（予測結
果）

日本の歩行者保護規制 
（Ｐｈａｓｅ １）の救命効果 

歩行者死亡者数  
（３０日以内死者） 

２,９８２人 

死亡事故において頭部が 
主損傷部位になる割合 

死亡事故において規制の 
対象車種が占める割合 

歩行者の頭部が規制の対象エリア 
（ボンネット部）に衝突する割合 

死亡事故において規制の対象 
事故速度（４０ｋｍ/ｈ）が占める割合  

規制値の救命確率＊＊ 

救命人数＊＊＊ 

子ども 

６３.４%

７７.０%

３８.２%１７.１%

６３.４%

６３.４%

１２７人 
子ども＊ 

２,８５５人 

８０.５人 １８１０.１人 

６２.０人 １３９３.８人 

２３.７人 ２３８.３人 

１０.７人 １０７.２人 

８.６人 ８６.１人 
９４.７人 

大人＊ 

大人 

１７） 

２２） 

７） 

１１） 

８） 

１５） 

注）＊子ども：１５歳以下、大人：１６歳以上。
　　＊＊子どもエリアならびに大人エリアにおいて、それぞれ規制
値の上限でのＨＩＣ分布（２／３のエリアでＨＩＣ１０００、１／３のエリア
でＨＩＣ２０００）になった場合を想定。

　　＊＊＊路上を走行する全ての規制対象車種が規制適合車に置き
換わった場合の救命人数。

出典）参考文献１６）をもとに作成。



を国際的に販売できるようになることから、その実

現に向けた期待の度合いは高い。

　６．歩行者保護規制以外の自動車の歩行者保護

　　　性能の向上に関する取り組み

　現在、 （ 独 ） 自動車事故対策機構では、日本で販売さ

れている主な自動車に対し、日本の歩行者保護規制

（Ｐｈａｓｅ　１）よりも厳しい試験条件で試験を行い、そ

の結果を公表している１８）。このことは、自動車メ

ーカーの歩行者保護性能に関する技術革新を促す要

因の一つになり得ることから、自動車の歩行者保護

性能の向上に貢献する活動と考えられている。

　一方、自動車メーカーでは、前述の規制や歩行者

保護性能の公表に対する消極的な対応に留まること

なく、自動車の歩行者保護性能の向上に積極的に取

り組んでいる。

　その例としては、Fig. 11に示すように、ａ）歩行

者との衝突時（または衝突直前）に自動車のボンネッ

トを持ち上げ、ボンネットと内部構造物とのクリア

ランスを能動的に増加させる技術の開発１９－２０）や、

ｂ）剛性の低下が困難な部位（Ａピラーなど）に対す

る歩行者頭部保護用エアバックの開発などの先進技

術の開発１９）などが挙げられる。

　さらに、自動車メーカーでは、歩行者との衝突を

未然に防ぐ技術の開発にも取り組んでおり、夜間で

も歩行者を見つけやすいナイトビジョンの開発２１）

や、歩行者を自動で探知するレーダーの開発１９）な

どが行われている。

　このように、歩行者保護規制以外にも、自動車の

歩行者保護性能を向上させるさまざまな取り組みが

行われており、自動車の歩行者保護性能は、今後、

より一層向上するものと思われる。

　７．おわりに

　本稿では、日本における歩行者の交通事故状況や

日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）の概要と救命効果

について述べるとともに、今後の歩行者保護規制に

関する動向、および歩行者保護規制以外の自動車の

歩行者保護性能の向上に関する取り組みについて紹

介した。

　特に、日本の歩行者保護規制（Ｐｈａｓｅ　１）の救命効

果においては、年間約１００名の救命効果があること

がわかり、今後、歩行者の死亡者数の低減が期待で

きることがわかった。

　また歩行者保護規制以外にも、自動車の歩行者保

護性能の向上に関するさまざまな取り組みが行われ

ており、今後の自動車の歩行者保護性能の向上が期

待できた。

　なお紙面の都合上、個々の内容に対する詳細な説

明は割愛した。より詳細な内容が知りたい場合には、

本稿に記載した参考文献の一読、または「歩行者保

護性能」というキーワードによるインターネットで

の検索を行って頂きたい。特にインターネット検索

においては、最新の歩行者保護性能に関する情報が

手軽に入手できるため、同性能に関するさらなる興

味を抱かれることかと思われる。
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